
平成２８年度 青少年のネット非行・被害対策情報＜第 1３号＞ 

差出人：福井県安全環境部県民安全課 

送信日：2016/7/29 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「家庭の日」推進テーマ７月「太陽の下でからだをきたえよう」 
「青少年育成の日」推進テーマ７月「親子の対話を深め、青少年の心の変化に気を配ろう」 
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●内閣府や総務省・消費者庁以外にも、携帯キャリア各社や安心ネットづくり促進協議会等から注意喚起があります 

                           

 

 

 

 

本メールに関して御質問、お問い合わせがある場合は下記まで御連絡ください。 
【担当】福井県安全環境部県民安全課 金森 

  ☎:0776-20-0745（直通） ﾒｰﾙ:m-kanamori-mi@pref.fukui.lg.jp 

○「ながらスマホ」は危険です！ 

自分が事故やトラブルの被害に遭うだ

けでなく、周りの人に迷惑をかける可能

性もあります。 

 画面を見続けていなくても、音や振動

で教えてくれる機能があります。 

○危険な場所に立ち入らない！ 

 危険な場所や、私有地等の立ち入り禁止

区域には絶対に入ってはいけません。 

 半径数十ｍの一定エリア内からであれば

同様にアクセス可能です。立入禁止区域に

入らなくてもできることが多くあります。 

○急に立ち止まるのは危険です！ 

 ポケモンを捕まえる際などは、周囲を

確認してから立ち止まるようにしましょ

う。 

 急に立ち止まると周りの人の通行の妨

げとなり、衝突などの危険性があります。 

○ポケストップやジムの削除リクエストができます！ 

 ポケストップやジムが、危険な場所に位

置しているとき等には、削除リクエストが

できます。 

〔報告先〕 

https://support..pokemongo.nianticlabs.com/hc/ja/articles/221968408 

 

消費者庁・総務省の Pokemon GO に関する注意喚起 （抜粋） ‘ 

〇知らない人の誘いにのらない 

情報交換サイト、その他の交流場所

で、ゲームにかこつけて「会おう」

と誘われても安易についていって

はいけません。トラブルに巻き込ま

れる可能性があります。 
〇個人情報に注意 

トレーナー登録する時には、どのよ

うな名前にするか保護者と話し合

いをしましょう。 

写真にはその場所が特定されない

ようにGPS情報がつかない設定に

しましょう 


